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食料・農業・農村政策審議会農業共済部会

家畜共済小委員会 報告概要

諮問事項

２ 家畜共済診療点数表の改定の考え方について

【調査審議結果】

１ 家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直し

諮問どおり、最近における獣医学の進歩等により、種別及び備考の追加、

変更及び削除を必要とするものについて見直しを行うことは適当と判断す

る。

なお、具体的には以下のとおり見直す必要があると判断する。

（１）［第４検査料］の種別に「蹄病検査」を追加し、備考に適用範囲等を規

定する。

（２）［第６処置料］の種別に「鎮静術」を追加し、備考に適用範囲等を規定

する。これに伴い［第８手術料］の備考を変更する。

（３）「乳汁簡易検査」の備考から乳汁中のケトン体を測定した場合を削除し、

代わりに種別に「乳汁ケトン体検査」を追加し、備考に適用範囲等を規定

する。

（４）「細菌分離培養検査」の備考に臨床型乳房炎について、同一個体の２分

房以上に対し菌の有無のみ検査した場合の増点を規定する。

（５）「血液生化学的検査」の検査項目に「血清鉄」及び「β-ヒドロキシ酪酸」

を追加し、また、検査費用を踏まえ検査項目の分類及び備考を適切に見直

す。

（６）「レントゲン検査」の撮影の備考に、デジタルレントゲンを含むことを

規定する。

（７）「皮下注射」の備考に補液管を使用した場合の増点を規定する。

（８）「関節腔内注射」の備考を削除し、代わりに種別に「脊髄腔内注射」「腰

椎注射」「尾椎注射」を追加し、備考に適用範囲等を規定する。

（９）「外傷治療」の備考に、外傷が筋肉、臓器に達するものについて処置を

行った場合の増点を規定する。

（10）「子宮脱整復」の備考に使用した子宮弛緩剤の薬価増点を規定する。こ

れに伴い［第８手術料］の備考を変更する。



（11）「子宮捻転整復」を手法により「胎子の回転法」と「母体の回転法」と

に分類し、備考に適用範囲等を規定する。また、備考に使用した子宮弛緩

剤の薬価増点を規定し、これに伴い［第８手術料］の備考を変更する。

（12）「切胎」を削除し、代わりに「難産介助」の備考に切胎を追加する。

（13）「胎盤停滞除去」を削除し、代わりに種別「胎盤停滞処置」を追加し、

備考に薬価増点等を規定する。

（14）「骨折整復」に「創外固定術」を追加する。

（15）「ナックル整復」の備考に、２肢以上行った場合の増点を規定する。

（16）「切開手術」の備考に、関節切開を行った場合も適用することを規定す

る。

（17）「麻酔術」の備考の麻酔深度を削除する。

２ 家畜共済診療点数表中のＡ種点数（規則第３４条の３第１項の規定に基づ

き農林水産大臣が定める点数。以下同じ。）の見直し

諮問どおり、診療に直接必要な医薬品等の費用の評価に用いる「Ａ種点数」

のうち、最近における経済事情の変化、獣医学、医療用具等の進歩等により、

種別ごとに実態との格差が生じている等必要なものについて見直しを行うこ

とは適当と判断する。

なお、具体的には以下のとおり見直す必要があると判断する。

（１）「往診」について、５００メートルを超える場合の点数を引き上げる。

（２）「乳汁顕微鏡的検査」、「乳汁理化学的検査」、「微生物簡易検査」、「微生

物特殊検査」、「薬剤感受性検査」の２分房以上行った場合、「細菌分離培

養検査」の嫌気性培養を行った場合、「血液一般検査」及び「血液生化学

的検査」の分類(4)について、点数を引き上げる。

（３）「薬剤感受性検査」（２分房以上行った場合を除く。）、「細菌分離培養検

査」（嫌気性培養を行った場合を除く。）、「血球数測定検査」、「血液顕微

鏡的検査」及び「血液生化学的検査」の分類(1)～(3)について、点数を引

き下げる。

（４）「静脈内注射」の補液管を使用した場合について、点数を引き上げる。

（５）「投薬」の胃カテーテルによる投薬、「蹄病処置」及び「その他の外科

的処置」について、点数を引き上げる。

（６）[第８手術料］の各種別（「鼻鏡断裂手術」、「開腹」のその他の開腹及

び種豚の帝王切開、「穿腸」、「子宮脱整復」、「切胎」、「胎盤停滞除去」並

びに「骨折整復」の非観血整復を除く。）について、点数を引き上げる。

（７）「鼻鏡断裂手術」、「穿腸」及び「子宮脱整復」について、点数を引き下

げる。



３ 家畜共済診療点数表中のＢ種点数（規則第３３条第１項の規定に基づき農

林水産大臣が定める点数。以下同じ。）とＡ種点数との差の見直し

諮問どおり、診療に携わる獣医師の診療技術料等（農業災害補償法第115

条第１項第２号の診療技術料等をいう。）の評価に用いる「Ｂ種点数－Ａ種

点数」のうち、最近における獣医技術の進歩等により、種別ごとに実態との

格差が生じている等必要なものについて見直しを行うことは適当と判断す

る。

なお、具体的には以下のとおり見直す必要があると判断する。

（１）診療技術料等が「再診」の診療技術料等を下回る種別について、適切に

点数を引き上げる。

（２）「乳汁簡易検査」の備考から乳汁中のケトン体を測定した場合を削除し、

代わりに種別に「乳汁ケトン体検査」を追加することに伴い、乳汁中のケ

トン体を測定した場合の点数を引下げる。

（３）「薬剤感受性検査」の２分房以上行った場合及び「細菌分離培養検査」

の２分房以上行った場合について、点数を引き上げる。

（４）「薬剤感受性検査」（２分房以上行った場合を除く。）、細菌分離培養検

査（２分房以上行った場合を除く。）、「血液生化学的検査」の分類(2)～(4)

及び「尿検査」について、点数を引き下げる。

（５）「関節腔内注射」について、点数を引き下げる。

（６）「胎盤停滞除去」を削除し、代わりに種別「胎盤停滞処置」を追加する

ことに伴い、牛に係る点数を引き下げる。

（７）「子宮捻転整復」を手法により「胎子の回転法」と「母体の回転法」と

に分類したことに伴い、点数を引き下げる。

（８）「骨折整復」の観血整復術の骨接合板と骨髄ピンにより整復した場合及

び「蹄病手術」の２肢以上行った場合について、点数を引き上げる。

４ 家畜共済診療点数表の適用

諮問どおり、改定後の家畜共済診療点数表は平成２６年４月１日から適用

することは適当と判断する。



諮問事項

３ 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び

価格の算定方法について

【調査審議結果】

１ 収載できる医薬品の基準

収載できる医薬品の基準は、おおむね適当と判断する。

なお、収載できる医薬品の基準の（２）について、本小委員会の家畜共済

診療点数表の改定に係る報告概要のとおり家畜共済診療点数表が改定される

場合には、以下のとおり種別を追加等する必要がある。

（１）家畜共済診療点数表の［第６処置料］の種別に「鎮静術」を追加するこ

とに伴い、鎮静術を追加する。

（２）家畜共済診療点数表の「子宮脱整復」の備考に使用した子宮弛緩剤の薬

価増点を規定することに伴い、子宮脱整復を追加する。

（３）家畜共済診療点数表の「子宮捻転整復」の備考に使用した子宮弛緩剤の

薬価増点を規定することに伴い、子宮捻転整復を追加する。

（４）家畜共済診療点数表の「胎盤停滞除去」を削除し、代わりに種別「胎盤

停滞処置」を追加することに伴い、胎盤停滞除去を削除し胎盤停滞処置を

追加する。

２ 価格の算定方法

価格の算定方法は、おおむね適当と判断する。

なお、価格の算定方法の（２）の②のⅰについて、薬価引下げに係る影響

緩和措置が変更されたが、このことは診療技術の評価等によらない家畜共済

事業運営上の観点からの判断が必要であり、家畜共済小委員会としては意見

を控えることとする。
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